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一
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提
案
理
由（
平
成
二
六
年
五
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二
三
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・
衆
議
院
法
務
委
員
会
）

○
谷
垣
国
務
大
臣　

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
趣
旨
を
御
説
明
い
た
し
ま
す
。

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
少
子
高
齢
化
の
中
で
、
今
後
、
日
本
経
済
を

新
た
な
成
長
軌
道
に
乗
せ
る
た
め
に
、
高
度
の
専
門
的
な
能
力
を
有
す
る

外
国
人
材
の
受
け
入
れ
を
促
進
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
我
が
国
の
国
際
化
の
進
展
と
と
も
に
、
観
光
立
国
実
現
に
向
け
て
官

民
一
体
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
た
結
果
、
昨
年
の
外
国
人
入
国
者
数
は
初

め
て
一
千
万
人
を
超
え
、
二
〇
二
〇
年
に
東
京
で
開
催
さ
れ
る
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
て
、
今
後
、
そ
の
数
が
さ
ら
に
増
加

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
出
入
国
管
理
上
、
問
題
を
生

じ
る
お
そ
れ
が
少
な
い
外
国
人
の
出
入
国
手
続
の
簡
素
化
、
迅
速
化
を
図

る
こ
と
が
急
務
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
以
上
に
述
べ
た
情
勢
に
鑑
み
、
所
要
の
法
整
備
を
図

る
た
め
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

こ
の
法
律
案
の
要
点
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

第
一
は
、
高
度
の
専
門
的
な
能
力
を
有
す
る
外
国
人
材
の
受
け
入
れ
の

促
進
の
た
め
の
措
置
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
現
在｢

特
定
活
動
」の
在
留

資
格
を
付
与
し
て
い
る
高
度
の
専
門
的
な
能
力
を
有
す
る
外
国
人
材
を
対

象
と
し
た
新
た
な
在
留
資
格｢

高
度
専
門
職（
第
一
号
）」を
設
け
る
と
と
も

に
、
こ
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
一
定
期
間
在
留
し
た
者
を
対
象
と
し
た
、

活
動
制
限
を
大
幅
に
緩
和
し
在
留
期
間
が
無
期
限
の
在
留
資
格｢

高
度
専

門
職（
第
二
号
）」を
設
け
る
も
の
で
す
。

第
二
は
、
ク
ル
ー
ズ
船
の
外
国
人
乗
客
に
係
る
入
国
審
査
手
続
の
円
滑

化
の
た
め
の
措
置
で
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、法
務
大
臣
が
指
定
す
る
ク
ル
ー

ズ
船
の
外
国
人
乗
客
を
対
象
と
し
て
、
簡
易
な
手
続
で
上
陸
を
認
め
る
船

舶
観
光
上
陸
許
可
の
上
陸
許
可
の
制
度
を
設
け
る
も
の
で
す
。

第
三
は
、
一
定
範
囲
の
短
期
滞
在
者
に
係
る
出
入
国
手
続
の
円
滑
化
の

た
め
の
措
置
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
動
化
ゲ
ー
ト
を
利
用
で
き
る
対

象
者
の
範
囲
を
、
頻
繁
に
来
日
し
、
我
が
国
に
短
期
間
滞
在
す
る
外
国
人

の
う
ち
、
事
前
に
指
紋
等
の
個
人
識
別
情
報
を
提
供
し
て
審
査
を
受
け
、

出
入
国
管
理
上
問
題
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
て
登
録
さ

れ
た
も
の
に
拡
大
し
、
そ
の
外
国
人
の
上
陸
許
可
の
証
印
を
省
略
で
き
る

よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
上
陸
許
可
の
証
印
に
か
わ
る
上
陸
許
可
の
証
明
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手
段
を
設
け
る
も
の
で
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
趣
旨
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
に
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
法
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
五
月
二
九
日
）

○
江
崎
鐵
磨
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
は
、
我
が
国
の
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
外
国
人
の
受
け
入
れ
を

促
進
す
る
た
め
、
高
度
の
専
門
的
な
能
力
を
有
す
る
外
国
人
に
係
る
在
留

資
格
を
設
け
る
等
の
在
留
資
格
の
整
備
を
行
う
ほ
か
、
ク
ル
ー
ズ
船
の
外

国
人
乗
客
及
び
一
定
範
囲
の
短
期
滞
在
者
に
係
る
出
入
国
手
続
を
円
滑
化

す
る
た
め
の
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
五
月
二
十
一
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
二
十
三
日
谷

垣
禎
一
法
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
昨
二
十
八
日
、
質

疑
を
行
い
、
採
決
の
結
果
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す

べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
法
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
六
月
一
一
日
）

○
荒
木
清
寛
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
我
が
国
の
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
外
国
人
の
受
入
れ

を
促
進
す
る
た
め
、
高
度
の
専
門
的
な
能
力
を
有
す
る
外
国
人
に
係
る
在

留
資
格
を
設
け
る
等
の
在
留
資
格
の
整
備
を
行
う
ほ
か
、
上
陸
審
査
の
手

続
の
一
層
の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
高
度
外
国
人
材
の
受
入
れ
を
促
進
し
よ
う

と
す
る
理
由
、
在
留
資
格
、
高
度
専
門
職
の
認
定
基
準
の
在
り
方
と
明
確

性
確
保
、
高
度
専
門
職
の
在
留
資
格
の
取
消
し
の
取
扱
い
、
ポ
イ
ン
ト
制

に
よ
る
高
度
人
材
外
国
人
の
認
定
状
況
、
船
舶
観
光
上
陸
の
許
可
に
係
る

上
陸
審
査
手
続
の
適
正
性
確
保
、
通
過
上
陸
の
許
可
を
活
用
し
た
ク
ル
ー

ズ
の
振
興
、
入
国
管
理
局
の
人
的
体
制
整
備
の
必
要
性
、
入
国
管
理
局
が

取
得
し
た
個
人
識
別
情
報
の
取
扱
い
、
建
設
分
野
に
お
け
る
外
国
人
材
の

活
用
に
係
る
緊
急
措
置
の
問
題
点
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
仁
比
委
員
よ
り
本
法
律
案
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。
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討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。


